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学院発第２０２３３号 

令和２年７月３０日 

 

原子力規制委員会 殿 

住    所  東京都豊島区西池袋三丁目３４番１号 

名    称  学校法人 立教学院        

代表者の氏名  理事長 白石 典義        

 

 

定期事業者検査報告書 

（定期事業者検査計画報告書） 

 

核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第２９条第１項の規定に基づく

立教大学原子力研究所の原子炉施設の定期事業者検査を開始しますので，同法第２９条第

３項の規定に基づき下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては，その代表者の氏名 

  名    称  学校法人 立教学院 

  住    所  東京都豊島区西池袋三丁目３４番１号 

  代表者の氏名  理事長  白石 典義 

 

２．工場又は事業所の名称及び所在地 

  名    称  立教大学原子力研究所 

  所 在 地  神奈川県横須賀市長坂二丁目５番１号 

 

３．検査の対象及び方法並びに期日 

  （１）検査の対象：立教大学研究用原子炉 

  （２）検査の方法：別添１「令和２年度 定期事業者検査の検査項目，検査の工程及び

検査の方法の概要」のとおり 

  （３）検査の期日：令和２年９月１６日～令和２年１１月３０日 

 

４．検査の予定の概要 

   別添１「令和２年度 定期事業者検査の検査項目，検査の工程及び検査の方法の概要」

のとおり 
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添付書類 

 

１．当該原子炉施設の現況及び令和２年度定期事業者検査の方針 

 

立教大学研究用原子炉は，学校法人立教学院が昭和３４年７月２９日付けで原子炉設

置の許可を受け，昭和３６年１２月８日に初臨界に達した。以後，４０年間にわたり研究

及び教育に供するため運転を続け，所期の目的を達成したことから，平成１３年１２月１

５日に運転を停止した。 

原子炉の運転停止後，平成１４年８月３０日に「学校法人 立教学院立教大学原子力研

究所原子炉施設の解体届」を提出した。以後，平成１９年６月１日廃止措置計画認可，平

成２４年５月１日廃止措置計画変更認可，平成２７年７月１日廃止措置計画変更認可を

受け，廃止措置を次の３つの段階で実施している。 

①原子炉の運転機能の停止から燃料棒搬出までの段階（第１段階） 

②燃料棒搬出から解体撤去までの段階（第２段階） 

③解体撤去の段階（第３段階） 

令和２年３月３１日現在の状況は第２段階の最終段階であり，今までに発生した解体

廃棄物及び解体作業に附随して発生した廃棄物を容器に収納して保管している状態，す

なわち静置の状態である。 

立教大学原子力研究所は，令和元年度第６１回原子力規制委員会（令和２年２月５日開

催）資料３－１別紙３の「４．施設管理目標及び施設管理実施計画」に示されたところに

従い，変更認可後の保安規定において性能維持施設とする施設を対象に，定期事業者検査

を行う。 

なお，令和元年度の施設定期自主検査は同年７月１日から１１月３０日まで実施した。 

 

２．定期事業者検査の計画 

(１) 定期事業者検査に係る工程 

 

別表１「原子炉施設（性能維持施設）に係る定期業者検査一覧」に示す検査を，別表

２「令和２年度 定期事業者検査の予定の概要」に記載の工程で実施する。気体廃棄物の

廃棄施設の検査は，「給排気設備の稼働運転を伴わない検査」を実施した後に，「給排気

設備の稼働運転を伴う検査」を実施する。 

 

(２) 当該定期事業者検査期間中に実施する工事 

 

  定期事業者検査の工程に直接影響する工事はない。 

 

(３) 当該定期事業者検査期間中に実施する定期事業者検査項目 

 

   ２０２０（令和２）年度施設管理実施計画に従い，別表１「原子炉施設（性能維持

施設）に係る定期事業者検査一覧」に掲げる検査項目のすべてを，本定期事業者検査

期間中に実施する。 
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(４) 前回の定期事業者検査からの変更点 

 

該当なし 

 

３.試験研究用等原子炉施設の施設管理目標 

 

原子炉施設の維持すべき性能に関する不適合なし 

 

４．試験炉規則第九条第１項第四号の試験炉施設管理実施計画に係る事項 

イ 施設管理実施計画の始期及び期間 

 

令和２年９月１６日〜次の定期事業者検査の開始日前日まで 

 

ロ 試験研究用等原子炉施設の工事の方法及び時期 

 

（１）原子炉棟の大物搬入口扉の保修 

 原子炉棟の大物搬入口扉下部のコンクリート走行溝の膨張防止工事を令和２年１

０月１２日～同年１１月１３日を予定とし，定期事業者検査期間中に実施する。 

 

ハ 試験研究用等原子炉施設の点検，検査等（以下「点検等」という。）の方法，実施頻度

及び時期 

 

別表４「性能維持施設に係る点検及び検査」のとおり。 

 

ニ 試験研究用等原子炉施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措

置 

 

   保安規定の定めるところに従い実施する。工事及び点検等の作業場所は，線量も汚

染も自然放射線レベルであり，また高所作業や重量物運搬作業もないので，保安の確保

のために特別な措置を講じる必要はない。 

 

５．試験炉規則第三条の九第二項に規定する判定する方法に関すること（一定の期間を含

む。） 

 

   別表３「定期事業者検査の方法の概要」に示す方法により，別添２「１２か月を

「一定の期間」とする時間基準保全の採用について」のとおり，１２か月を「一定の

期間」として設定し，判定する。 

 

６．前回の定期事業者検査において試験炉規則第三条の十二第３項第二号，第三号及び第四

号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があった場合にあっては，その変更の内容

の説明する書類 
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該当なし 

 

７．前回の定期事業者検査において提出した試験炉規則第三条の十二第３項第二号又は第

三号に掲げる事項について評価を行い，当該事項を変更した場合，その評価の結果を記載

した書類 

 

該当なし 

 

８．前回の定期事業者検査において提出した試験炉規則第三条の十二第３項第四号に掲げ

る事項を説明する文書の内容（一定の期間に係るものに限る。）に変更があった場合にあ

っては，試験炉規則第三条の九第３項各号に掲げる事項について記載した書類 

 

該当なし 

  



4 
 

 

 

 

 

別添１ 

 

 

 

令和２年度 定期事業者検査の検査項目，検査の工程

及び検査の方法の概要 
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別添１ 

 

令和２年度 定期事業者検査の検査項目，検査の工程及び検査の方法の概要 

 

定期事業者検査の対象は，廃止措置期間中に性能を維持すべき原子炉施設（性能維持施設）

である。性能維持施設と維持すべき性能は次の通りである。 

① 原子炉本体 

 放射線遮蔽 

② 放射性廃棄物の廃棄施設 

 汚染拡大の防止，換気能力，排気経路の確保 

③ 放射線管理施設 

 原子炉室内外の放射線の監視，測定，記録 

④ 原子炉格納施設 

閉じ込め機能，換気中の負圧の維持，放射性物質の保管 

 具体的な設備，機器等と検査項目を別表１「原子炉施設（性能維持施設）に係る定期事業

者検査一覧」に示す。 

すべての検査項目について，実施頻度（「一定の期間」）は１２か月であり，令和２年の定

期事業者検査においては，すべての項目の検査を実施する。 

 検査の工程の概要を，別表２「令和２年度 定期事業者検査の予定の概要」に示す。気体

廃棄物の廃棄施設の検査は，別表１に示した「給排気設備の稼働運転を伴わない検査」を実

施した後に，「給排気設備の稼働運転を伴う検査」を実施する。 

検査の方法の概要を別表３「定期事業者検査の方法の概要」に示す。検査対象となる機器

等の工事（補修，取替え，改造等）又は点検に関与していない要員が検査を行うことにより，

検査の独立性を確保する。 
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別表１ 原子炉施設（性能維持施設）に係る定期事業者検査一覧  

施設区分 設備等の 

区分 
装置 

（総合機器） 機器（個別機器） 設置場所 
検査 
方法 時期＊ 

原子炉本体 放射線遮蔽体 
 

付属プール 炉室 
外観検査，特性検査， 

機能・性能検査 
― 

放 射 性 廃

棄 物 の 廃

棄施設 

気体廃棄物の 

廃棄施設 

給気設備 

 
送風機ファン 機械室 

外観検査，開放検査 非 

機能・性能検査 稼 

送風機モータ 機械室 
外観検査，特性検査， 

機能・性能検査 
稼 

給気ダクト 
機械室 外観検査 非 

炉室 外観検査 非 

排気設備 
排気ダクト 

炉室 外観検査 非 

機械室 外観検査 非 

排気プレフィルタ 機械室 
外観検査，開放検査 非 

機能・性能検査 稼 

排気高性能フィルタ 機械室 
外観検査，開放検査 非 

機能・性能検査 稼 

排風機ファン 機械室 
外観検査，開放検査 非 

機能・性能検査 稼 

排風機モータ 機械室 
外観検査，特性検査 非 

機能・性能検査 稼 

排気筒 機械室 外観検査 ― 

放射線管

理施設 

屋内管理用

設備 

サーベイ 

メータ 

線量当量率測定用（NaI） 汚染検査室 外観検査，特性検査 ― 

汚染密度測定用（β線用） 汚染検査室 外観検査，特性検査 ― 

ハンド・フット・

クロズ（ＨＦＣ）

モニタ 

ＨＦＣモニタ 汚染検査室 

外観検査， 

特性検査， 

機能・性能検査 

― 

屋外管理用

設備 

じんあい 

モニタ 
ダストサンプラ／じんあい

モニタ 
機械室 

外観検査 非 

機能・性能検査 稼 

じんあいモニタ制御盤及

び指示盤 
制御室 

外観検査 非 

特性検査， 

機能・性能検査 
稼 

原子炉格

納施設 

格納施設 原子炉室 
原子炉室 原子炉室 

外観検査 ― 

機能・性能検査 稼 

（一次冷却 

系ピット） 
（一次冷却系ピット） 原子炉室 

外観検査， 

機能・性能検査 
― 

＊ 稼：給排気設備稼働時，非：給排気設備非稼働時，－：給排気設備稼働時/非稼働時を問わない。 

 



7 
 

別表２ 令和 2 年度 定期事業者検査の予定の概要 
施設区分 設備等の区分 対象機器 検査の方法 予  定 

8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 
定期事業者検査の報告 予定▼          ▼実績 
原子炉本体 放射線遮蔽体 付属プール 外観検査，特性検査， 

機能・性能検査 
         

 
    

放射性廃棄

物の廃棄施

設 

気体廃棄物の廃棄

施設 
送風機 外観検査，開放検査， 

特性検査，機能・性能検査 

           

ダクト 外観検査            

フィルタ 外観検査，開放検査， 

機能・性能検査 
           

排風機 外観検査 開放検査， 

特性検査，機能・性能検査 

           

排気筒 外観検査            

放射線管理

施設 
屋内管理用設備 サーベイメータ 外観検査，特性検査            

HFC モニタ 外観検査，特性検査， 

機能・性能検査 
           

屋外管理用設備 じんあいモニタ 外観検査，特性検査， 

機能・性能検査 
           

原子炉格納

施設 
格納施設 原子炉室 外観検査，機能・性能検査            

（一次冷却系ピット） 外観検査，機能・性能検査            

9/28～10/9 

9/16～9/25 

9/16～9/25 

9/16～9/25 

9/16～11/13 

9/21～10/9 

9/28～10/9 

9/21～10/9 

10/12～10/28 

10/12～10/28 

10/12～10/28 
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別表３ 定期事業者検査の方法の概要 
検査の対象 

検査の方法 検査要員 
施設区分 設備等の区分 対象機器 

原子炉本体 放射線遮蔽体 付属プール 外観検査：目視により，損傷，亀裂のないことを確認する。 

特性検査：付属プールを構成しているコンクリート壁外表面及び立入制限柵付近の線量率を測定し，放射線業務従事者の線量限度（100 mSv/5y， 50 mSv/y）を超えることのないこと

を確認する。 

機能・性能検査：立入制限機能及び固体廃棄物保管場所としての収納スペースが確保されていることを確認する。 

立教原研 

放射性廃棄物の 

廃棄施設 

気体廃棄物の 

廃棄施設 

送風機 外観検査：目視により，モータ，ファンケーシングに損傷のないことを確認する。 

開放検査：ファンケーシングを開放し，目視により，ケーシング内部、羽根に損傷のないことを確認する。 

特性検査：モータの絶縁抵抗，モータ軸部の温度を計測し，性能維持を確認する。 

機能・性能検査：給排気設備を作動させ，異音異臭のないことを確認する。 

協力企業体 

ダクト 外観検査：目視により，損傷のないことを確認する。 協力企業体 

フィルタ 外観検査：フィルタボックスの目視により，損傷のないことを確認する。 

開放検査：フィルタボックスを開放し，フィルタボックス及びフィルタの損傷のないこと，また，フィルタの設置が正常に設置されていることを確認する。 

機能・性能検査：給排気設備を稼働し，フィルタ圧力損失を計測し，フィルタ交換時の値と比較して性能維持を確認する。 

協力企業体 

排風機 外観検査：目視により，モータ，ファンケーシングに損傷のないことを確認する。 

開放検査：ファンケーシングを開放し，目視により，ケーシング内部、羽根に損傷のないことを確認する。 

特性検査：モータの絶縁抵抗，モータ軸部の温度を計測し，性能維持を確認する。 

機能・性能検査：給排気設備を作動させ，異音異臭のないことを確認する。所定の場所にて風量測定を行い，所定の風量のあることを確認する。 

協力企業体 

排気筒 外観検査：目視により，損傷のないことを確認する。 協力企業体 

放射線管理施設 屋内管理用設備 サーベイメータ 
外観検査：目視により，損傷のないことを確認する。 

特性検査：標準密封線源を用いた点検校正を行い，性能が維持されていることを確認する。 
協力企業体 

HFCモニタ 外観検査：目視により，損傷のないことを確認する。 

特性検査，機能・性能検査：各機器の電気信号による検査及び標準密封線源を用いた点検校正を行い，性能が維持されていることを確認するとともに，管理区域退域基準以下に警報値

が設定され，機能することを確認する。 

協力企業体 

屋外管理用設備 じんあいモニタ 外観検査：目視により，損傷のないことを確認する。 

特性検査，機能・性能検査：モニタ各機器の電気信号による検査及びダストサンプラのサンプリング機構，ろ紙駆動機構が正常に作動することを確認し，次いで標準密封線源を用いた点

検校正を行い，所定の警報値が設定され，機能することを確認する。 

協力企業体 

原子炉格納施設 格納施設 原子炉室 外観検査：目視により，損傷亀裂のないことを確認する。 

機能・性能検査：立入制限機能及び固体廃棄物保管場所としての収納スペースが確保されていることを確認する。また，排気設備を稼働して負圧を確認し，閉じ込め機能が維持されてい

ることを確認する。 

立教原研 

（一次冷却系ピット） 外観検査：目視により，損傷亀裂のないことを確認する。 

機能・性能検査：立入制限機能及び固体廃棄物保管場所としての収納スペースが確保されていることを確認する。 
立教原研 
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別添２ 

 

１２か月を「一定の期間」とする時間基準保全の採用について 

 

１．施設管理実施の考え方 

施設管理は，法令の技術基準の要求を参考にして，保守管理の対象とする設備機器を選別

して実施する。また，廃止措置第２段階終盤の静置の状態にある原子炉施設の現状を考慮し，

耐震重要度分類や安全機能重要度分類等を勘案し，公衆への影響を考慮した保全重要度分

類に応じた保全方式を選定する。 

 

２．保守管理対象及び保全方式の選定の考え方 

(１) 保守管理対象設備等の選定 

保守管理すべき対象として，廃止措置計画に記載している性能維持施設並びに保安規定

に規定する保安に係る施設設備の管理項目等を選定する。 

(２) 保全重要度の決定及び保全方式の選定 

原子炉施設における事故時の放射線影響の程度，施設・設備の故障時における施設全体の

安全性への影響，施設・設備ごとの特殊性及び保守性（保守経験，施設操業性，部品供給性

等）等を勘案して保全重要度を決定し，保全方式を選定する。 

 

３．保全重要度の決定及び予防保全の選定 

「耐震重要度分類（「京都大学複合原子力科学研究所の原子炉施設［京都大学臨界実験装

置(KUCA)］の定期事業者検査報告書（定期事業者検査開始時）」（令和２年４月１７日提

出））」及び「安全機能重要度分類（JAEA内検討資料「施設管理の重要度が高い設備につ

いて定量的に定める目標の設定例の検討」（令和２年１月３０日））」に示すフローによる

分類を参考として，保全重要度を決定した。結果は別表４に示すとおりであり，立教大学原

子炉は廃止措置第２段階終盤の静置の状態にあるため，保全重要度は高くない。また，認可

を受けている廃止措置計画に記載のとおり，想定される事故は廃止措置の第３段階におけ

るものであって，その場合においても，一般公衆の被ばく線量に影響を与えないと評価して

いる。すなわち，静置の現況にあっては，保全方式として事後保全を採用しても，公衆への

影響は想定されない。しかしながら，廃止措置計画における放射線影響評価は施設管理が十

全に実施されているという前提にたったものであるから，保全方式としては予防保全を選

定する。なお，これは従来の保全方式を踏襲するものである。 

 

４．時間基準保全の採用と「一定の期間」の決定 

予防保全には、時間を基準に点検等の時期を定める「時間基準保全」と、機器等の状態を

監視し、その状態を基準に点検等の時期を定める「状態基準保全」の方式がある。静置の現

況に鑑みると，時間基準保全の採用が妥当であると判断する。定期事業者検査の実施頻度に

ついては，従来の施設定期自主検査の結果から，１２か月が「一定の期間」として十分であ

ると判断する。なお，今後の定期事業者検査の結果に鑑み，個別の機器に関して「一定の期

間」を変更する可能性がある。 
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別表４ 性能維持施設に係る点検及び検査 
施設区分 設備等の区

分 

装置（総合機器） 機器（個別機器） 設置場所 耐震 

重要度 

分類＊ 

重要度 

（安全機

能）＊ 

稼働に

影響す

る設備 

保全 

重要度 

保全 

方式＊ 

検査 点検 点検

等の

時期† 

方法 頻度‡ 方法** 頻度‡ 

原子炉本体 放射線遮蔽

体 

 付属プール 炉室 B PS-3 － 中 T 外観検査 1Y － － － 

機能・性能検査 1Y － － － 

特性検査 1Y － － － 

放射性廃棄

物の廃棄施

設 

気体廃棄物

の廃棄施設 

給気設備 送風機ファン 機械室 － － － 低 T 外観検査，開放検査 1Y － － 非 

機能・性能検査 1Y 機能・性能点検 1M 稼 

送風機モータ 機械室 － － － 低 T 外観検査，特性検査， 

機能・性能検査 

1Y 機能・性能点検 1M 稼 

給気ダクト 機械室 － － － 低 T 外観検査 1Y － － 非 

炉室 － － － 低 T 外観検査 1Y － － 非 

排気設備 排気ダクト 炉室 － － － 低 T 外観検査 1Y － － 非 

機械室 － － － 低 T 外観検査 1Y － － 非 

排気プレフィルタ 機械室 － － － 低 T 外観検査，開放検査 1Y － － 非 

機能・性能検査 1Y 機能・性能点検 １M 稼 

排気高性能フィルタ 機械室 － － － 低 T 外観検査，開放検査 1Y － － 非 

機能・性能検査 1Y 機能・性能点検 １M 稼 

排風機ファン 機械室 － － 〇 中 T 外観検査，開放検査 1Y － － 非 

機能・性能検査 1Y 機能・性能点検 1M 稼 

排風機モータ 機械室 － － 〇 中 T 外観検査，特性検査， 

機能・性能検査 

1Y 機能・性能点検 1M 稼 

排気筒 機械室 C － 〇 中 T 外観検査 1Y － － － 

放射線管理

施設 

屋内管理用

設備 

サーベイメータ等 線量当量率測定用（ＮａＩ） 汚染検査室 － － － 中 T 外観検査，特性検査 1Y 外観点検，特性点検 1M － 

汚染密度測定用（β線用） 汚染検査室 － － － 中 T 外観検査，特性検査 1Y 外観点検，特性点検 1M － 

ＨＦＣモニタ ＨＦＣモニタ 汚染検査室 － － － 低 T 外観検査，特性検査， 

機能・性能検査 

1Y 外観点検，特性点検 1M － 

屋外管理用

設備 

じんあいモニタ ダストサンプラ／じんあいモ

ニタ 

機械室 － MS-3 〇 中 T 外観検査 1Y － － 非 

機能・性能検査 1Y 機能・性能点検 1M 稼 

じんあいモニタ制御盤及び

指示盤 

制御室 － MS-3 〇 中 T 外観検査 1Y － － 非 

特性検査， 

機能・性能検査 

1Y 機能・性能点検 1M 稼 

原子炉格納

施設 

格納施設 原子炉室 原子炉室 原子炉室 C PS-3 － 中 T 外観検査 1Y 外観点検 1M － 

機能・性能検査 1Y 機能・性能点検 1M 稼 

（一次冷却系ピッ

ト） 

（一次冷却系ピット） 原子炉室 C PS-3 － 中 T 外観検査 1Y 外観点検 1M － 

機能・性能検査 1Y － － － 

＊ PS: 異常発生防止系（Prevention System）, MS：異常影響緩和系（Mitigation System）, T：時間基準保全 

＊＊ 点検の各方法は対応する検査の方法に準ずる。 

† 稼：排気設備稼働時，非：排気設備非稼働時，－：給排気設備稼働時/非稼働時を問わない 

‡ 1Y：１年，1M：１月 
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